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１．医療ＤＸ（その５）について 
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 それでは早速、議事に入らせていただきます。最初に、「医療ＤＸ（その５）につ

いて」を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、説明をお

願いいたします。 

 

 

 はい。おはようございます。医療課長でございます。それでは、医療ＤＸについ

て、「その５」ということで、中医協資料「総─１」を用いまして、ご説明させてい

ただきます。 

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

11 

 

 

 

 スライドナンバー２に本日の目次がございます。 

  

 １つ目が、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムについて 

 ２つ目のテーマが、在宅医療等における医療ＤＸ等の活用について 

 ３つ目のテーマが、マイナンバーカードの健康保険証利用に係る対応について 

 

でございます。 

 

 ページ進めていただきます。 
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説 明 

１．居宅同意取得型の 

オンライン資格確認等システムについて 

 

 

 

 ３枚目以降が、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムについてでござ

います。 
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 ４ページに、全国医療情報プラットフォームの全体図におきまして、オンライン

資格確認等システムが構成要素として取り上げられていることをお示ししてござ

います。 
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 ５枚目。「医療ＤＸの推進に関する工程表」全体像におきまして、 

 

訪問診療等におけるオンライン確認等の構築が掲げられているところでござい

ます。 

 

 赤で囲ってハイライトしてございます。 
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 ６枚目でございます。 

 

 訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み案でございますけれども、 

  

居宅同意取得型の資格確認でございまして、こちらの場合は、 

 

訪問診療後に再照会機能を用いまして薬剤情報等が取得されるということを 

お示ししてございます。 
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 ７ページ目。 

 

 居宅同意取得型の具体が記載されてございます。 
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 スライド８でございます。 

 

 オンライン診療等におけるオンライン資格確認の仕組みをお示ししてございま

す。 

 

 オンライン診療におきましては、診療時に薬剤情報等が取得されることになると

ころでございます。 

  

 ９ページ、10ページは割愛させていただきまして、11ページに進ませていただき

ます。 
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http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

19 

 

  

  

 居宅同意取得型のオンライン資格確認システムについてまとめているところで

ございます。 

 

 今、ご説明申し上げたような特徴をまとめてございます。 
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 スライド 12でございます。 

 

 訪問診療等における医療機関・薬局に対する財政支援といたしまして、 

 

マイナンバーカードの読み取り等のためのモバイル端末の導入に対しまして 

財政支援が行われてございます。 
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 13ページ目、14ページ目は、 

 

オンライン診療等や訪問看護ステーションに対しましても支援が行われるとい

うことをお示ししてございます。 
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説 明 

２．在宅医療等における 

医療ＤＸ等の活用について 

 

  

  

 それでは、２つ目のテーマでございます。 

 

 在宅医療等における医療ＤＸ等の活用についてでございます。 
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 16ページ目。 

 

 こちらは地域包括ケアシステムにおける在宅医療のイメージ図でございまして、 
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 17ページ目に在宅医療の体制についてであります。 

 

 こちらは都道府県が作成する医療計画におきまして、地域の実情を踏まえた課題

や施策等を記載するということになっているところでございます。 

 

 17ページのスライドで申し上げますと、左下の所に赤でハイライトしている所で

ございます。 
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 次に、18枚目。 

  

 在宅医療の体制につきまして、第８次医療計画の見直しのポイントをお示しして

ございます。 

 

 地域の実情に応じた在宅医療の体制整備を進めることや、急変時に適切に対応す

るための、 

  

 こちらは、情報共有や連携を進めることなどがございます。 
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 19ページ目でございます。こちらは、 

 

訪問診療等に関する診療報酬の評価を体系としておまとめしてございます。 

 

 医療機関におきまして提供する在宅医療の評価につきましては、 

訪問診療等に関する評価のほかに、 

 

訪問リハビリテーションや訪問栄養食事指導等、 

医師も含めた多職種による複合的な診療・指導管理に関する評価がございます。 
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 20ページ目は、歯科医療機関において提供する在宅歯科医療の評価でございまし

て、 

  

 歯科訪問診療に関する評価のほかに、 

在宅等における療養に必要な指導管理や訪問口腔リハビリテーション、 

多職種による複合的な診療・指導管理に関する評価があるところでございます。 

 

 さらに、実施した内容に応じまして、 

技術料の各項目を算定するという取扱いでございます。 
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 21ページは訪問看護の提供についてでございますけれども、 

 

主治医の訪問看護指示書を受けまして、看護を提供し、 

看護内容等について主治医に報告するというスキームになってございます。 

 

 主治医との密接な連携のみならず、 

訪問看護ステーション内での多職種等での連携も必要とされているところで 

ございます。 
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 22ページ。こちらは訪問看護療養費の構造でございます。 

 

 訪問看護基本療養費のほか、訪問看護管理療養費などで構成されてございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

31 

 

  

  

 23ページには、これまで中医協等でいただきました在宅医療等におけるＩＣＴの

活用に関する主な意見をまとめさせていただいてございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

32 

 

  

  

 24枚目。これは地域で有効に機能している在宅医療連携モデルをご紹介しており、 
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 25枚目でございますけれども、こちらは在宅医療における情報通信機器等の活用

につきまして、在宅医療のニーズが増加する一方で、マンパワーの制約があること

を踏まえ、情報通信機器の活用等も含めた質の高い効率的・効果的な在宅医療の提

供体制を進めるというふうな必要があることをお示ししてございます。 

 

 そして、在宅医療における情報通信機器の活用の取組といたしましては、対面診

療の補完、医療過疎地における遠隔診療、多職種連携におけるネットワーク構築等

が挙げられているところでございます。 
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 26枚目、ＩＣＴを用いました平時からの診療情報の連携についてであります。 

 

 医療情報連携ネットワークでございますけれども、これは患者さんの同意のもと

に医療機関等での間で、診療上必要な医療情報を電子的に共有・閲覧できることを

可能とする仕組みというふうにしてございます。 

 

 関係医療機関等の間で効率的に患者さんの医療情報を共有することが可能にな

りますことから、 

  

 例えば、患者さんに関する情報が得られ、患者の状態に合いました質の高い医療

の提供等の効果が期待されているところでございます。 
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 27 枚目。これは地域医療情報連携ネットワーク、「地連ネットワーク」というふ

うに略称することが多ございますが、提供しているサービスにつきまして、診療情

報の連携を行っている施設が 220程度あると。 
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 失礼いたしました。220施設中 183ということでございまして、 

 

ＩＣＴを利用した地連ネットワークの参加施設について、 

医科診療所の施設数が増加傾向にあることをお示ししてございます。 

  

 

 ▼ 質疑の冒頭で長島公之委員（日本医師会常任理事）が訂正を要望。  
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 28 枚目。地連ネットワークの導入効果といたしまして、「医療機関間の人的ネッ

トワークが進んだ」などの回答をいただいた地域が多く認められたところでござい

ます。 

 

 また、感染症蔓延下におきましては、緊急時の対応における情報共有等が役立っ

たとしている地域もあったところでございます。 
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 29枚目は、ＩＣＴを活用して共有している情報といたしまして、 

 

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等

の内容を踏まえました方針の情報につきましては、 

  

 ３割超の、31.9％の医療機関に共有が認められたという結果をお示しするもので

ございます。 
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 31枚目は居宅同意取得型における再照会機能等のご紹介でございまして、 

  

 再照会機能による薬剤情報の取得が可能であることでございます。 
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 32枚目でございます。 

 

 薬局の訪問薬剤管理指導におきましては、自宅における薬の管理状況を画面を 

通じて確認できるオンライン服薬指導、 

  

 ＩＣＴを用いた医療従事者間の情報共有等による多職種連携など、ＩＣＴの活用

によりまして質の高い在宅医療の提供が可能となるということでございます。 
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 33枚目。在宅医療における医薬品の処方についてでございまして、 

  

 訪問先での処方箋の発行の手間など、現状の紙の処方箋をもとにした運用には 

円滑に実施していくためのさまざまな課題があるということでございまして、 

  

 電子処方箋の活用により円滑な在宅医療につながることが期待されるところで

ございます。 
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 34ページ。 

 

 こちらは訪問看護におけるオンライン資格確認・オンライン請求を導入すること

についてでございます。 

 

 閲覧する薬剤情報等を看護で活用することが考えられるということでございま

す。 
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 35 枚目は訪問看護におけるオンライン資格確認のメリットについてでありまし

て、利用者側、ステーション側それぞれ双方について、ご提示をさせていただいて

いるところでございます。 
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 36枚目のスライド。 

  

 こちらは 10月４日の中医協においてお示しした資料でございますけれども、 

人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定の情報に関する情報を共有し

ている医療機関は、 

  

 一定、緩和ケアを必要とする患者さんの入院で、急性不安対応目的の入院の割合

が低く、容態が急変した際の入院先として急性期一般病棟に入院した割合が低い一

方で、 

 

緩和ケア病棟や地域包括ケア病棟に入院した割合が高かったという結果をお示

しするものでございます。 
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説 明 

３．マイナンバーカードの 

健康保険証利用に係る対応について 

 

 

  

 それでは、３つ目のテーマでございます。 

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用に係る対応についてであります。 
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 38ページ目。 

  

 令和６年１月より医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援とい

たしまして、 

 

初診・再診等におけるマイナ保険証の利用率の増加に応じて、医療機関等に利用

件数分の支援を行うということが予定されてございます。 
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 39ページ目。 

 

 医療機関等に対しまして、マイナ保険証の月間利用件数を踏まえました顔認証付

きカードリーダーの増設の支援も行うということを予定してございます。 
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 40ページ目。 

  

 直近のオンライン資格確認の利用状況を示しております。 
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 41ページ目。 

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用に係る対応につきまして、先ほどご説明し

た内容以外にも、 

 

医療機関等に対しまして、患者がマイナ保険証の利用を希望した場合には対応す

る必要があることをご案内させていただく予定でございます。 
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 42枚目は、現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算をお示ししてござい

ます。 
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 次、43枚目でございます。 

 

 こちらは 12月１日の医療ＤＸの３でお示しした資料でございます。 

 

 そのときの際の論点でございまして、今日、関係する内容といたしましては、 

下に赤囲みをしてハイライトしてございます。 
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説 明 ４．課題と論点 

 

 

  

 44ページ目。 

 

 医療ＤＸに係る課題と論点でございます。 
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 課題を 44枚目、45枚目にお示しさせていただいてございまして、 

 

46枚目に論点についてお示しをしてございます。 
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 ３つのテーマについて、それぞれでございますが、「オンライン資格確認等システ

ムについて」ということでございます。 

 

 「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されるなか」というこ

とでございますけれども、訪問診療、訪問看護ステーション、訪問看護、オンライ

ン診療等のそれぞれにおきまして取得された情報を活用して、質の高い診療が提供

されることについて、診療報酬上どのような対応が考えられるか。 

 

 ２つ目、「在宅医療等における医療ＤＸ等の活用について」でございます。 

 

 こちらは、急変時に適切に対応するための情報共有や連携および看取りに際し、

本人・家族の希望に沿った医療・ケアの提供を推進する観点から、地連ネットワー

クやオンライン資格確認等システムを通じて取得された情報・電子処方箋等を活用

し、質の高い在宅医療を提供する体制を整備することについて、診療報酬上どのよ

うな対応が考えられるか。 
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 最後のテーマ、「マイナンバーカードの健康保険証利用に係る対応について」で 

ございます。 

 

 令和６年１月から利用率の増加量と利用件数に応じた支援等が行われる予定で

あるところ、診療におきましてマイナ保険証によりオンライン資格確認等システム

を通じて取得された情報を活用することと、医療ＤＸに係る体制の整備を推進する

ことについて、診療報酬上どのような対応が考えられるか。 

  

 とさせていただいております。事務局からの説明は以上でございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。 
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質 疑 医療ＤＸ（その５）について 

 

 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら、お願いい

たします。最初に長島委員、お願いいたします。 

  

 

 ありがとうございます。コメントする前に、資料 27ページについて、ちょっと 

訂正をお願いできればと思います。 

  

  

  

 こちらで、診療情報の連携を行っている施設が「220 施設中 183 施設」とありま

すが、これ、施設ではなくて、地域連携ネットワークの数です。 

 

施設自体は右下のグラフを見ていただければ全体で３万 5,000を超えております

し、医科診療所も１万 3,000を超えているということですので、あくまでもこれは

地連ネットワークの数ということで訂正をお願いできればと思います。 

 

 それでは、47ページに示された論点についてコメントいたします。１つ目の丸に

ついてです。 
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 在宅医療においても取得した情報を活用した質の高い医療を提供する体制を整

えていることについての評価が必要です。 

 

 ただし、情報を取得するタイミングとしては、オンライン診療の場合は、通常の

外来診療と同様のタイミングで情報を取得して、そのときの診療に活用することも

可能になりますが、 

 

一方、在宅診療では、再照会機能を利用した場合に診療のタイミングではなく、

それ以外のタイミングとなりますので、次回の訪問診療、訪問看護に向けた計画を

検討する際に情報を活用するということになるかと思います。 

 

 したがいまして、評価のあり方を検討する場合には、この情報を取得するタイミ

ングにも着目した上で行うことも考えられるのではないかと考えます。 

  

  

  

 ２つ目の丸については、これまでも述べてきたとおり、患者さんを中心に多職種

がさまざまな情報をやり取りする在宅医療こそ、医療ＤＸの活用により情報共有す

ることが質の高い在宅医療の提供につながると考えます。 

 

 しかしながら、オン資システムや電子処方箋の活用なども含め、医療ＤＸの導入・

維持には一定のコストがかかります。また、全国医療情報プラットフォームはまだ

確立しておりません。 

 

 こういった現状を踏まえますと、当面は、現在利用可能である地連ネットワーク

などのＩＣＴを用いた連携やオン資システムにより情報を取得し、活用できる体制

を導入している在宅医療機関を評価しつつ、将来的には全国医療情報プラットフォ

ームを活用できる体制へと育てていくということも考えられるのではないでしょ

うか。 
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 そして、最後の丸については、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の効果

もあって、マイナンバーカードリーダーの設置が一定程度、普及したところですが、

これは今後の本格的な医療ＤＸを推進するための準備が整ったという段階でしか

ありません。 

 

 医療ＤＸによるさまざまなメリットを活用し、安心・安全で質の高い医療を提供

していくためには、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入も含めた院内

のシステム改修や診療体制の整備、あるいは診療で得られた３文書６情報に係る情

報の入力など、今後も医療機関にはさまざまな対応が求められることになります。 

 

 したがいまして、そうした体制を整備・充実させる医療機関の取組について、 

引き続き評価することは不可欠であると考えます。 

 

 それに加え、今後は、こうした医療ＤＸの基盤を用いて情報を積極的に取得する

ことを推進するための取組も重要となります。 

 

 特に、初診時にマイナ保険証を持参されなかった患者さんに対して、マイナ保険

証の意義や利活用についてご説明することが考えられますが、 

 

こういった取組を行い、再診時には持ってきていただくようにするなど、情報取

得に対して継続的に取り組むことは結果的に医療の質向上にもつながることであ

ります。 

 

 医療機関がこうした努力を行った場合についても前向きに評価していただくこ

とが必要であると考えます。 

  

 私からは以上ですが、小塩会長におかれましては、看護協会の専門委員に意見を

聴く機会をご検討いただければ幸いです。 
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 はい、ありがとうございました。次の方にご質問を伺う前に、事務局に先ほど 

長島委員からご指摘がありました 27ページについて、これ、訂正ということで、 

よろしいでしょうか。 

  

 

 はい。私も施設というふうにご説明して申し訳ございませんでした。これは確か

左側のグラフの数でございますので、これはネットワークのことだというふうに 

承知をしておりまして、訂正させていただきます。 

 

 

 はい、よろしくお願いいたします。続きまして、林委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。46ページの論点に沿って歯科の立場から発言させ

ていただきます。 

  

  
  

 １つ目の丸ですが、在宅等への歯科訪問診療におきましても、オンライン資格確

認等システムにより取得した患者さんの診療情報等を活用して質の高い歯科医療

を提供することは重要であり、外来と同様に評価することは必要と考えております。

今後、運用面も含めて、ご検討いただければと思っております。 

  

 ２つ目の丸につきまして、住み慣れた地域で安心・安全に生活できるよう、地域

におけるネットワークによる医療情報の共有や連携も重要であると考えておりま

す。 
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 在宅医療等におきまして、これらを有効に活用した情報連携について診療報酬上

の評価を行うことは必要だと考えております。 

 

歯科診療所も含め、地域の医療や介護の関係者との情報連携や共有の実現に向け、

検討をお願いしたく思っております。 

  

  

  

 ３つ目の丸ですが、マイナンバーカードの保険証利用による情報取得によって、

患者さんに質が高く、安心・安全な歯科医療を提供する観点からも診療報酬上の評

価は今後も必要であると考えておりますので、ぜひ検討いただきたく存じます。 

 

 健康保険証の廃止期日も来年の 12 月２日に決定し、マイナ保険証のさらなる推

進は非常に重要であると認識しており、日本歯科医師会といたしましても、引き続

き推進に向けて、しっかりと対応してまいります。 

 

 歯科医療機関では、窓口での患者さんへの声かけなどの対応を進めているところ

ではございますが、 

 

政府や厚生労働省からも患者・国民へのわかりやすい周知や広報を引き続き、お

願いしたく思っております。私からは以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。続きまして、森委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。まず総論として、医療ＤＸの推進についてですが、

薬剤師会は医療ＤＸの推進に賛同しており、この流れを進めていくべく、その基盤

となるマイナ保険証の利用促進、オンライン資格確認システムを活用した薬剤情報

等の共有による質の高い医療提供を推進するため、政府とともに取組を進めていく

所存であります。 

 

 一方で、国民・患者や医療現場に混乱なく円滑に進められるよう、国におかれて

は、現場の意見を引き続き聴いていただき、マイナ保険証や今後導入される仕組み

について国民へ丁寧な説明や周知をお願いいたします。 

 

 その上で、論点に沿ってコメントさせていただきます。 

  

  
  

 まず、オンライン資格確認等システムについてですが、薬局においても在宅対応

においてオンライン資格確認等システムを通じた情報の利活用による薬剤指導や

管理を実施することは適切な在宅対応を実施する上でも重要なことと考えます。長

島委員からもありましたけれども、再照会機能の活用というのも非常に有用だとい

うふうに思っております。 

  

 

 

 また、在宅医療等における医療ＤＸ等の活用についてですが、質の高い在宅医療

を提供するために、各サービス担当者がリアルタイムで情報を共有できるため、 

ＩＣＴの活用は非常に有用だと考えます。ただ、地域でいくつもの情報共有ツール

ができることにより混乱することもあり、今後の地域での課題だと考えます。 
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 また、在宅医療における電子処方箋の利用は、薬局や医療機関の業務改善につな

がるだけでなく、患者家族の負担軽減にも資するものとなり推進すべきものと考え

ます。 

 

 電子処方箋については以前の議論でも発言しましたとおり、仕組みや導入意義に

ついての重要性は重々理解しておりますが、さまざまな費用負担の問題やシステム

の使い勝手の問題があるため、現在の利用状況も相まって、導入にためらいがある

という施設が大半なのではないでしょうか。 

 

 単に電子処方箋というものを淡々とつくるのではなく、きちんと医療現場の感覚

や意見も取り入れて、実際に使えるツールを一緒につくっていくという姿勢が大事

で、それを通じて現場が導入したいと思うような魅力あるシステムにしていくこと

が必要だと考えます。電子処方箋の担当部署におかれましては、この点を十分認識

いただければと思います。 

  

 

 

 次に、マイナンバーカードの健康保険証利用に係る対応についてですが、引き続

き、国・保険者・薬局・医療機関など全ての関係者が連携して推進していくことが

重要で、薬局としても積極的な取組を実施してまいります。 

 

 これらの医療ＤＸに係る体制整備にはどうしても現場の負担を要するため、診療

報酬上で後押しすることは取組の推進や現場の負担軽減につながるものと考えま

す。 

 

 また、実際に評価導入の際には、導入する薬局・医療機関ではベンダーの対応や

他のシステムとの兼ね合いもあり、導入に時間を要する可能性がありますので、十

分な時間的な配慮もあわせて、ご検討をお願いできればと思います。私からは以上

です。 
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 はい、ありがとうございました。あとは、よろしいですか。はい。それでは松本

委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、どうもありがとうございます。それでは、まず総論としてですね、医療Ｄ

Ｘに共通する考え方として医療機関等の生産性の向上、効率化に資する側面がある

ことを踏まえれば、診療報酬で評価するためには、医療の質が向上し、患者がメリ

ットを実感できることが前提であるということをまず最初に申し上げたいと思い

ます。 

  

 次に、46ページの論点に沿ってコメントをしたあと、２つほど事務局に確認をし

たいことがありますので、よろしくお願いいたします。 

  

  
  

 まず１点目のオンライン資格確認等システムについては、居宅同意取得型が導入

され、在宅医療やオンライン診療においても医療情報を確認できるようになれば 

質の高い医療が期待できます。 

 

 しかしながら、現在の医療情報・システム基盤整備体制充実加算は初診における

問診の充実した体制に着目した評価になっていますので、継続的な医療の形態であ

る訪問診療や訪問介護について、現行のまま適用することには違和感を感じており

ます。 

 

 オンライン資格確認等システムに関する加算を継続するのであれば、ほとんどの

医療機関にカードリーダーが導入され、国民にもカードが普及している実態も踏ま

え、何を評価するのか、改めて考え方を整理すべきだというふうに考えます。 
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 ２点目の在宅医療等における医療ＤＸ等の活用につきましては、多職種による 

連携、急変時や看取りなどの対応が円滑に行われることで患者にメリットがありま

すので、ぜひとも推進すべきだと考えております。 

 

 ただし、電子カルテ情報の共有や電子処方箋を活用するたびに加算される仕組み

になりますと、患者が活用しようという気持ちにはなりにくいと、正直言わざるを

得ません。 

 

 診療報酬で評価するのであれば、電子カルテの共有や電子処方箋、オンライン 

診療など医療ＤＸ全般について充実した体制をトータルで評価することが考えら

れます。 

 

 その際には、システムの整備に補助金が充てられていることを十分に踏まえ、 

単に体制を整備していることだけではなく、活用の実績を要件とすることが不可欠

です。 

  

  

  

 最後に、３点目のマイナ保険証の利用促進についてですが、38ページに、補助金

を使った利用率の増加量に応じたインセンティブ事業が紹介されております。 

  

 これは、カードリーダーの操作に慣れない患者への説明などの取組に対する支援

ということですので、診療報酬による利用促進は、先ほど申し上げた実績要件とし

て、マイナ保険証の利用率を設定することは考えられますが、補助金と重複するこ

とのような別途の評価は行うべきではないと考えます。 
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 それでは、事務局に質問がございます。 

  

  
  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

67 

  

 資料の６ページに訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組みのところで、

左下の所に、今後、本人確認の手段として目視確認または暗証番号を「医療機関等

が選択できる仕組みを追加予定」という記載がございます。 

 

 これ、ほかのページを拝見すると、この記載がなくて、このページだけに何かひ

っそりと書いてあるような感じがするんですが、まず、これをどういう形で認めら

れたかとか、あるいは、これによってセキュリティ上、問題がないかということを

お伺いしたいのが１つございます。 

  

  

  

 続きまして、27 ページ。ここに地連ネットワークのご紹介がございますけども、

例えば、４ページに書いてある全国医療情報プラットフォームであるとか工程表で

あるとか、そういうところには地連ネットワークの紹介が全くないわけですけども、 

 

こういったものの中で、どういうふうに地連ネットワークが位置づけられるのか、

これについて、ご説明をいただきたいと思います。以上、質問を２つでございます。 
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 はい、ありがとうございました。松本委員から６ページ、それから、27ページに

関するご質問をいただきましたが、いかがでしょうか。 

  

 

 はい。医療介護連携政策課長でございます。まず資料のページ、６ページについ

てのご質問について、お答えをしたいと思います。 

 

 左下の吹き出しの所にございます。「今後、モバイル端末等に専用アプリケーショ

ンをインストールし、本人確認については、目視確認又は４桁の暗証番号の入力の

どちらかを医療機関等が選択できる仕組みを追加予定」というふうに書いてござい

ます。 
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 これは医療保険部会のほうで提出をさせていただいた資料でございまして、部会

のほうでもご説明を申し上げてございますけれども、もともとは４桁の暗証番号の

入力でもって本人確認を行うことを想定してございましたけれども、 

  

 先般、発表されてございますが、総務省のほうから、いわゆる暗証番号の設定の

ないマイナンバーカード、「顔認証マイナンバーカード」というふうに呼んでござい

ますけれども、こうしたものが新しく導入されるということがございまして、 

 

４桁の暗証番号の入力では対応ができないということから、新たに目視確認でも

対応ができるような形で仕組みを追加をしたいということで、令和６年 10 月より

実装予定というふうに書かせていただいているものでございます。 

 

 

 はい。続きまして、医療課長でございます。27ページでございますけれども、い

わゆる地域医療情報連携ネットワークのご紹介をさせていただいてございます。 

 

 松本委員からのご指摘の、こちらは４ページなり５ページにあります全国医療情

報プラットフォームの全体像の中にどのように位置づけられているかというお尋

ねでございましたけれども、 

 

こうした地域独自の取組というものは、正式にはこのプラットフォームの全体像

の中には位置づけられてないというところでございます。事実関係でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございます。松本委員、いかがでしょうか。 

 

 

 はい。まず１点目の件はありがとうございました。２点目の件は、「位置づけられ

てない」ということは、この地連ネットワークは今後どうしていくというお考えが

あれば教えていただきたいんですけど。 
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 事務局、いかがでしょうか。 

 

 

 はい。医政局参事官でございます。お答え申し上げます。地域医療連携ネットワ

ークにつきましては、皆さまご存知のようにですね、各地域ごとの医療や介護の 

課題を解決するためにＩＣＴを導入していくということで進めてまいりましたが、

なかなかその地域を越えられないという課題があったと。一方で、その普及もです

ね、地域の中で必ずしも十分普及していない地域などもあるというのが現状だとい

うふうに認識をしています。 

 

 そのため、われわれはこの全国医療情報プラットフォームでですね、情報共有に

必要な情報を限定的にですね、まずは共有をしていくプラットフォームをつくって

まいりますということをお示ししていますが、医療や介護、そして自治体の情報を

連携するというふうに、この４ページの図にはなっていますけれども、その情報は

一定程度、限定的でございます。 

 

 一方で、この地域医療連携ネットワークでは、先ほど、さまざまな情報が多職種

でですね、共有をされていて、その地域、地域にですね、何でしょう、必要な情報

がニーズに合った形で共有をされているのが現状だと思っています。 

 

 これは、相反するサービスというふうにわれわれは認識をしておらず、全国的な 

プラットフォームの上にですね、地域課題を解決するためのシステムとして、地域

医療連携ネットワークを継続する地域があってもよいと思いますし、一方で、この

全国プラットフォームだけで、その存在も、これで十分なのだ、自分の地域は、と

いうのであれば、そういう形でもあると思っています。 

 

 なので、これをわれわれとしてですね、地連と整理をするかということにつきま

しては、地域において多職種の連携などにおいて、このシステムが必要であれば、

引き続き、それを維持することについては行っていただければというふうに考えて

いますし、われわれの全国医療情報プラットフォームで、それを全てカバーできる

ようになるというふうには考えていません。 
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 松本委員、いかがでしょうか。 

 

 

 はい。どうもありがとうございました。そうしますと、２つのネットワークを維

持していくということに関して、これは２号側の委員にお尋ねしたいんですけど、

それに関して負荷とかですね、そういうことはないのかというのと。 

  

 これを、例えば維持していくコストはまた何らかの形で跳ね返ってくるような気

がいたしますが、それについてコメントがあれば、お願いいたします。 

 

 

 はい。いかがでしょうか。長島委員、お願いします。 

 

 

 まず全国医療情報プラットフォームで、先ほどご説明がありましたが、そこで 

共有する情報は一定の限界があるということです。  

  

 それに対して、27ページを見ていただきますと、地域医療連携ネットワーク（マ

マ）で、左側の図でありますが、かなり多種多様で深い情報を共有しているし、特

に医療・介護の多職種連携などの情報、コミュニケーション機能も多く持っていま

す。 

 

 ここで日本医師会ではずっと以前から言っているのが、これは両者を上手に組み

合わせて併用するのが住民にとって最も望ましいと考えております。 

 

 つまり、全国医療情報プラットフォームが新幹線なら、地域連携ネットワークは

ローカル線。全国プラットフォームが高速道路ならば、地連ネットワークは生活道

路。それぞれの良さがあるので、それを上手に組み合わせるということかと思って

おります。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

72 

 

  

 

 一方、地連ネットワークには、やはり地域差もあるということと、地域のニーズ

も異なってきますので、それぞれの地域のニーズに合わせて上手に組み合わせてい

くということが重要かと思います。 

 

 そこに関するコストに関しては、１つは導入に関しては総合確保基金などを使わ

れておりますけれども、継続に関しては、さまざまな課題もあるというところなの

で、ここのところは今後しっかりと考えていく必要があると思いますし、特に全国

医療情報プラットフォームと上手に連携することで、それぞれのメリットと不得意

なところを補完し合うという観点が極めて重要だろうというふうに考えておりま

す。以上です。 
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 松本委員、いかがでしょうか。 

 

 

 はい。非常に、たとえも使っていただいてわかりやすかったですけども、ただ、

どうも私にとっては皆さま方の負荷が増えるということにも、当然あるのではない

かという印象を持ったということでございます。どうもありがとうございました。 

  

 

 はい、ありがとうございます。ほかに、ご意見、ご質問。はい、眞田委員、お願

いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。私からは、論点最後の「マイナンバーカードの健康保険

証利用に係る対応について」に関しまして意見を申し上げたいと思います。 

 

 

 

 まず今回の論点でありますけれども、医療情報・システム基盤整備体制充実加算

の特例については、予定どおり今月末で廃止することを前提としたものというふう

に受け止めております。 

 

 これまでオンライン資格確認に関しましては、医療機関等に対しまして充実した

導入支援が行われてきたと認識しております。 
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 また、資料 38ページ以降にあるとおり、令和５年度の補正予算においても、マイ

ナ保険証利用促進に向けて、医療機関向けの支援が盛り込まれ、医療ＤＸの推進に

向けて多額の予算が投入されているところでございます。 

  

 こうした診療報酬以外の支援が多く存在する中、診療報酬上の評価を継続する場

合は、費用を負担する患者・国民の理解を得ることが大前提であり、重要であるの

ではないかというふうに思います。 

 

 例えば、マイナ保険証を持参し、診療を受けた際に、そうではない場合と比較し

た質の向上をその患者が実感できるかどうかというのが重要であろうかと思いま

す。現在はこうしたメリットが十分、実感されていないではないかというふうにも

思います。 

 

 普及策としての補助金等と診療報酬上の評価の役割分担を明確にし、点数である

とか要件を含めて、納得感ある形で整理をいただきたいというふうに思います。私

からは以上です。 
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 はい、ありがとうございました。続きまして、佐保委員、お手が挙がっておりま

す。お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。私からは 46ページの１つ目の丸について意見を申

し述べたいと思います。 

  

 
 

 マイナ保険証により取得した情報を活用し、質の高い医療につなげることは重要

と考えますが、これまでも診療にあたって患者からの情報を聞き取りすることや、

お薬手帳の情報を確認することといったことは行っていることだと思いますので、

情報を活用することだけをもって評価し、患者の負担を増やすということについて

は違和感がございます。 

 

 体制整備に当たっての対応は補助金で行うべきものと考えておりますが、診療報

酬上の評価については、評価の妥当性、状況等を踏まえて、ご検討いただきたいと

いうふうに考えております。私からは以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございました。あとは、よろしいでしょうか。はい、長島委員、

お願いいたします。 

  

 

 はい。まずはとにかくマイナ保険証をより広くご活用いただく。つまり、患者さ

んにご持参いただくということが全ての期待とかと思います。 
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 そこで、実感ということが重要でありますが、患者調査などを見ましても、１つ

は、事前にそのメリットや意義を知っていると実感を感じやすい。あるいは、一度

使っていただくと実感しやすいということを考えますと、 

  

 １つは、医療現場でもしっかりと、そのような意義、メリットについてのご説明、

お声がけをしますけれども、１つは国がしっかりと。 

  

 もう１つ、保険者の皆さまも、ぜひ被保険者の方々にしっかりとご周知をしてい

ただければ、みんなで協力して進めていくことが重要で、そのことで利用が深まれ

ば、実感も、そして実績も増していくだろうというふうに考えておりますので、ご

協力よろしくお願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。はい。それでは池端委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。ありがとうございます。私からは２点。まず最初は、松本委員から先ほど

ご質問があったこと、長島委員がお答えいただいたとおりで、 

  

 25ページに、この在宅医療における情報推進の活用例ということで、右側のほう

はこれ、福井県坂井地区の狭いエリアでのネットワークなんですけども、これ、実

は福井県では「メディカルネット」という全県的なネットワークに広げて、来年度

から本格的にそれを運用して、本当に１患者に対して多職種が連携できる。それぞ

れの地域で小さい連携ができる体制を全県で同じような方法でやろうという、スマ

ホを用いて、かなり情報共有するだけでなく、やり取りもできるものを今、構築し

ています。 

 

 ただ、これは本当におっしゃったようにローカル線で、今、福井県も新幹線も今

度、来ますけど、そういう、全国にそれが、こうなるとなると、やっぱり情報はか

なり抑えて、でも、その方が移った場合の情報を共有できる、あるいは、災害時な

んかに共有できるってなると、これは全国共通のプラットフォーム、非常にそこで

ベースになると思うんで、そういう使い方がたぶん、できると思う。 
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 おっしゃるとおり、費用的には、かなり地域のやつも安価になっていますので、

なんとか共有できる方法を考えていければと思ってます。 

 

 これは全国共有プラットフォームがどうなるかによって、どう相乗りできるかと

いうことをこれから検討することになるかと思います。 
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 それから、もう１点、別件ですが、電子処方箋のことでちょっとお聞きしたいん

ですけれども、先ほど森委員からありましたように、電子処方箋、非常に重要です

けど、まだまだ非常に進んでいない。 

 

 原因がやっぱりモデル事業をやられた病院協会の中で、病院、モデル事業をやら

れた病院の中でも、実はまだ本格的な運用はできてない。 

 

それはいくつかのやっぱり課題があるんだということで、事務局からお示しされ

たように院内処方箋の導入問題とか、あるいは、HPKIカードを医師１人ずつが持っ

て、それを毎回１日１回はチェックしなきゃいけないっていうことに対する負荷と

か、そういうことで、なかなか本格的な運用ができないんだということをお聞きし

ているんですが、 

  

 事務局のほうにお伺いしたいんですけども、この辺の課題をどこまで把握してい

て、それを解決するためのタイムスケジュールとか、そういうのがある程度できて

るかどうか。 

 

おそらく、このまま黙って待ってても、なかなか進んでいかないんじゃないかと

いう気はするんですけど、その辺についてのスケジュール感等は、もしおわかりに

なれば教えていただければと思います。 

  

 

 はい、ありがとうございます。ただいま池端委員から電子処方箋について、ご質

問がございましたが、ちょっとお待ちください。 

  

 

 会長、すいません、事務局、医療課長でございます。 

 

少し時間かかると思いますので、議事のほうは進めていただいて、準備出来次第、

回答させていただきます。 
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 はい。わかりました。それではちょっと準備をしていただきまして、先ほど長島

委員から木澤専門委員のご意見も伺ってはいかがというふうなご要望がございま

したので、それでは木澤専門委員、お願いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの導入

によって取得された情報を活用し、質の高い訪問診療や訪問看護を提供できる体制

を整備することは利用者にとっても期待されることと思います。 

 

 今後、訪問看護事業所におきましても医療情報の取得、活用体制の充実が図られ

るよう、診療報酬上の評価についても、ご検討いただければと思います。私からは

以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

しばらく、お時間頂戴したいと。失礼いたしました。森委員がお手を挙げていただ

いてますので、お願いいたします。 

  

 

 はい。ちょっと時間があるようなのと、長島委員が先ほど電車の話で非常にわか

りやすい話をしたので。 

 

電子処方箋もですね、簡単に言いますと、医療機関のほうから新幹線で薬局まで

届くようになったんですけども、薬局に来たらですね、電車に乗り換えなきゃいけ

ないんですね、今は。 

 

それで、薬局の中を回して、もう１回乗り換えて返すっていうところがですね、

薬局の中ではなかなか使いにくいことであって。 
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 また、本来であれば、電子的に進むんですけども、一度来た電子処方箋を薬局で

は打ち出して、打ち出したものを見ながら調剤することになりますので、 

 

だから、そういうことがまだ、なかなか現場として進まない１つになりますので、

そういうことを含めて今後、電子処方箋をどう全体のシステムとして効率的にでき

るかというのは課題だと思いますので、国のほうでも、ぜひご検討をいただきたい

と思います。 

 

 

 ありがとうございます。それでは、事務局、先ほどの池端委員のご質問について、

いかがでしょうか。 

 

 

 申し訳ございません、時間を要しまして。電子処方箋につきましては、電子処方

箋のワーキンググループというもので、今、継続的に議論を進めておりまして、 

 

導入が進まない理由のようなところもですね、ご指摘のいただきました、例えば、

周りが入っていないから入らないとかですね、 

 

それから、システムがどんどんいろんなサービスがどんどんどんどん追加になる

ので、いつ入れようか迷ってしまうであるとか、やはり電子署名の手間がかかると

いうご指摘もあったと思っておりますし、問題なく使えるかどうか不安であるとい

うようなご意見もいただいております。 

 

 これ、１つひとつに対して、まず、その署名の簡素化ということにつきましては

ですね、現在、取組を進めておりまして、このワーキンググループの中でもお示し

をしているところでございます。 

 

 また、ご指摘のあった院内処方につきましても、来年度以降ですね、導入すると

いうことにお示しは一応、しているところでございますが、より具体的な仕組みに

つきましてはですね、皆さまのご意見をいただきながら、つくっていくということ

にしているというふうに聞いております。 
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 今回、ご指摘いただいたような課題につきましては、１つひとつですね、そのワ

ーキングの中でもご意見をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

  

 

 はい、ありがとうございます。池端委員、よろしいでしょうか。はい、ありがと

うございました。ほかは、ご質問等はございますか。 

 

 よろしいですか。はい、ありがとうございます。ほかには特にご質問等ないよう

ですので、本件に係る質疑はこのあたりといたします。 

 

 今後、事務局におかれましては、本日いただいたご意見も踏まえて対応していた

だくようにお願いいたします。 
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